
No.489 人権・部落問題シリーズ

あなたの街の相談パートナー

一人で悩まず、人権擁護委員に相談してください

人権擁護委員の活動

　人権とは「人間らしく生きる権利」ですが、いじめや虐待などの人権侵害に一人で悩
む人は少なくありません。地域の人権擁護委員は相談窓口として問題解決をサポート
し、法務局と連携した被害者救済や、人権意識を高める啓発活動を行っています。

人権相談
　いじめ、差別、DV（ドメスティッ
クバイオレンス）などの人権相談に
応じます。秘密は厳守します。安心
して相談してください。

特設人権相談
●相談日　偶数月に１回（広報おごおりでお知らせします）
●会　場　人権教育啓発センター
●相談料　無料

人権意識を広める活動
　人権への理解を深めてもらうため、小中学生対象の人権教室や人権作文コンテストなどさまざまな啓発活
動を実施しています。また、市内の小学校と協力して、福岡県の人権の花・ひまわりの種をまき、育て、で
きた種を風船で飛ばす「人権の花運動」も毎年行っています。

人権侵害による被害者を救済
　人権侵害された人からの申告などを受け、法務局職員と協力して調査・処理にあたります。調査により人
権侵犯が認められた場合は、救済措置等が行われます。

電話やLINEで人権相談ができます
　最寄りの法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料で、秘密は守られます。

※「女性の人権ホットライン」は、令和７年10月に「みんなの人権110番」に統合されました。

人権・同和対策課　人権・同和対策グループ　☎73-9122問

６月１日は
人権擁護委員の日

みんなの人権110番
こどもの人権110番
外国語人権相談ダイヤル

LINEによる人権相談
平日の８時半～17時15分

ID：@snsjinkensoudan

インターネット人権相談受付窓口
24時間

☎0570-003-110
☎0120-007-110
☎0570-003-911

平日の８時半～17時15分
平日の８時半～17時15分
平日の９時～17時

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

民生委員・児童委員の日
５月12日は

　民生委員・児童委員、主任児童委員は、市民の皆さんの立場で生活上の相談に応じ、必要な支援への「つなぎ役」
として活動するボランティアです。
　令和７年12月１日付で任期満了に伴う一斉改選が行われ、３年間の任期で新たに厚生労働大臣から委嘱されま
した。

お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員または主任児童委員について知りたい場合は、福祉課にお問い合わ
せください。

　地域を見守り、地域住民の立場にたって相談
に応じる、「地域の身近な相談相手」です。また、
子どもたちを見守り、子
育ての不安や妊娠中の心
配ごとなどの相談・支援
などを行う児童委員も兼
ねています。

　一人暮らしの高齢者や障がい
がある人、子育て世代など、困
りごとを抱える人たちの様子を
見守っています。

●高齢者や障がいがある人の
　世帯などの訪問
●登下校時の見守り活動や
　防犯パトロール

小郡市では75人が活動しています

福祉課　地域福祉グループ　☎73-9123問

民生委員・児童委員とは

＼こんな活動をしています／

　児童委員のなかでも、主にこどもや子育て家
庭に関する支援を行うよう指名された委員が主
任児童委員です。学校や
児童委員と連携しながら
子育て支援や青少年育成
活動などに取り組んでい
ます。

主任児童委員とは

見守る

　生活の不安や子育ての悩み、
介護の負担など、さまざまな困
りごとの相談相手としてサポー
トしています。

●自治会（区）のふれあいネット
　ワーク活動への協力
●地域や学校の行事への参加

支える

　心配ごとや困りごとの相談は、
内容に応じて専門機関へつなげ
ます。必要な支援を受けられる
よう、解決へのお手伝いをして
います。

●市役所や関係団体などの
　窓口への紹介
●福祉サービスの情報提供

つなぐ

「民生委員・児童委員の日」にちなんで、小郡市民生委員児童委員協議会が５月に市内各地でPR活動などを
行います。活動へのご理解とご協力をお願いします。

小郡市では12人が活動しています
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